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　ただし、システム反映に日数がかかる等の理由に
より、次の場合は従来通り紙の車検用納税証明書の
提示が必要となることがあります。
●車両の前所有者に未納がある場合
●軽自動車税種別割の納付直後
●中古車の購入直後
●他市町村に引っ越した直後
※小型二輪については、従
来通り紙の車検用納税証明
書が必要です。
　なお、軽自動車税種別割
納税通知書には、これまで
通り右端に車検用納税証明
書を添付します。また、従
来の紙による車検用納税証
明書も市本庁舎税務総合窓
口、各総合支所市民福祉課
(市民課)などで発行しま
す。

　令和５年１月から、軽自動車税納付確認システム
(軽JNKS)が導入されます。これにより、車検(継続
検査)時の納付確認がオンライン上でできるように
なるため、車検(継続検査)時に車検用納税証明書の
提示が省略可能になります。(小型二輪を除く)

　令和５年１月から、軽自動車の新車購入時の手続き(検査の申請、各種手数料の納付な
ど)がパソコンからインターネット上でできるようになります。ただし、スマートフォンや
タブレット端末からは申請できません。また、二輪車や原動機付自転車、小型特殊自動車
は対象外です。

部　門 と　き ところ

太鼓演奏

器楽音楽

三　曲

合唱音楽

軽音楽

２月５日㈰13時～

２月19日㈰12時30分～

３月４日㈯13時～

３月５日㈰10時～

３月25日㈯18時30分～

白山総合文化センター
しらさぎホール
久居アルスプラザ
ときの風ホール
津リージョンプラザ
お城ホール
白山総合文化センター
しらさぎホール
津リージョンプラザ
お城ホール

問い合わせ　収税課　t229－3135　f229－33312
TSU NEWS ( )

　市内各地域から音楽団体の皆さんが一堂に会し、日頃の練習の成果を披露します。
費　用　軽音楽のみ当日1,300円(前売り1,000円)　※全席自由
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問い合わせ　市民税課　■t229－3129　■f229－3331

納付情報を
登録

納付状況の
照会・回答

車検用納税証明書を
紛失しても

交付申請が不要に！

車検用納税証明書の
提示が原則不要に！

軽自動車税種別割
納税通知書

(車検用納税証明書部分)

見本

申込不要

問い合わせ　文化振興課（津リージョンプラザ）　t229－3300　f229－33443
TSU NEWS

問い合わせ　地域連携課　t229－3110　f229－33661
TSU NEWS

応募方法　地域連携課、久居総合支所生活課、各総
合支所地域振興課(久居総合支所除く)にある提案
書に必要事項を記入し、直接窓口または郵送、ファ
クス、Ｅメールで地域連携課(〒514－8611 住所
不要、M229－3110@city.tsu.lg.jp)へ　
　※津市ホームページからもダウンロード可
　※応募を考えている団体は事前に地域連携課まで
　ご連絡ください。事前説明会も開催します。
応募期間　１月４日(水)～31日(火)17時必着
選考方法　２月18日(土)９時30分から、津リージョ
ンプラザ１階中央保健センター待合ホールで開催
する公開審査会「市民セレクション」でプレゼン

テーションを行い選考
※詳しくは募集要綱または津市ホー
ムページでご確認ください。

市民活動団体設立等支援交付金 市民活動推進交付金

交付金額

交付対象経費

対象事業期間

交付対象経費の合計額×１/２
（上限10万円、１円未満切り捨て）

交付対象経費の合計額×１/２
（上限20万円、１円未満切り捨て）

※人件費、食糧費、５万円を超える備品購入費、施設などの建設整備および修繕費は除く

市民活動団体の設立・運営に必要な経費※ 交付対象事業の実施に必要な経費※

令和５年４月１日～令和６年３月31日

対象とならない団体

●構成員が５人以上で、津市内に主な活動拠点があり、自
　主的な公益活動をしている市民活動団体
●団体の設立目的、組織、運営に関する規約、会則等を定
　めており、適切な会計処理が行われている団体
●令和５年４月１日時点において設立後１年を経過してい
　ない団体（市民活動団体設立等支援交付金のみ）

●３回以上、市民活動推進交付金を交付された団体（市民
　活動推進交付金のみ）
●地域組織（自治会、地区社会福祉協議会、老人会、子ど
　も会、自主防災会)
●構成員相互の共益、親睦の活動のみを行う団体

対象となる団体

対象とならない事業対象となる事業

　津市では「対話と連携のまちづくり」のための市民活動を推進しています。地域の課題解決のため
に公益的な活動に取り組もうとしている団体や、活動をより発展させようとしている団体を対象に、
自立した活動への初期支援として、令和５年度に実施する事業経費などの一部を支援します。

応募団体の要件

交付金の種類および内容 (同時に２つの交付金に応募することはできません)

●地域の課題解決のために行う公益的な活動※を目的として
　新たに取り組む事業または既存の活動を発展させた事業
●津市民を主たる対象とし、津市内で実施する事業

●営利を目的とする事業
●国、地方公共団体、本市または本市の助成を受けた他の
　団体が行う補助事業等の対象となっている事業
●特定の個人や団体の交流会その他の親睦的な事業
●施設の維持管理や物品の購入を主たる活動目的とする事業
●公の秩序または良俗を害するおそれのある事業
　

交付対象事業の要件

　詳しい応募方法や注意点、公開審査の流れな
どを説明しますので、可能な限り出席してくだ
さい。
と　き　１月５日(木)18時～19時
ところ　市本庁舎８階大会議室Ａ

事前説明会

※特定非営利活動促進法第２条別表に掲げる活動
〈活動例〉・まちづくりの推進　・観光の振興　
　　　　　・環境の保全　　　　・災害救援

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報津に掲載のイベント等は内容の変更や、中止または
延期の可能性があります。参加される場合は各問い合わせ先へ確認をお願いします。
　また、イベント等の会場では手指消毒、マスク着用、検温、連絡先の確認などにご協力ください。


